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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界148カ国に13万人のスタ

ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に

おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約350人のスタッフから成る専門家集団

であり、そのうち約80名が金融部に所属して

います。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money

としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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過少資本税制過少資本税制過少資本税制過少資本税制にににに関関関関するするするする    

平成平成平成平成18181818年度税制改正年度税制改正年度税制改正年度税制改正    
 
 
 

日本で事業を営む外国法人の日本子会社（外国法人の日本支店

を含む）が資金調達する際、海外親会社からの資本受入れの代わ

りに資金借入れで調達することにより、借入金の利子が経費となる

ことを利用して、税負担の軽減を図ることが考えられます。このよう

な日本の課税ベースの減少をもたらす行為を防止する税務上の仕

組みとして、わが国においては、過少資本税制が設けられていま

す。 

これは、国外支配株主等に対する利付負債の平均残高がその国

外支配株主等の資本持分の3倍（あるいは類似法人の負債資本比

率）を超える場合には、その事業年度において国外支配株主等に

支払う負債の利子のうち、その超過額に対応する部分の金額を損

金の額に算入しないというものです。 

平成18年度税制改正において、第三者からの借入れについても、

これに対して国外支配株主等が保証を付した場合等には過少資本

税制の適用対象に含めることとなりました。また、借入れと貸付け

の対応関係が明らかな債券現先取引等に係る負債がある場合に

は過少資本税制の適用対象となる負債から控除できる特例も設け

られました。そこで本稿では、その概要をご紹介いたします。 

 



 
(2) 

1. 対象対象対象対象となるとなるとなるとなる負債負債負債負債およびそのおよびそのおよびそのおよびその負債負債負債負債のののの利子利子利子利子のののの範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大 
 

従来は、外資系企業の日本子会社等が国外支配株主等から保証を得て銀行等の第三者から融資を受ける

ような場合は、当該第三者からの借入れについては過少資本税制の規制の対象とはされていませんでした。

しかし平成18年度税制改正により、第三者から資金を借入れた場合でも、国外支配株主等が保証を付した

場合等は、当該借入れを過少資本税制の適用対象となる負債に含めることとされました。 
 

具体的には以下のものが過少資本税制の適用対象に追加されました。 
 

(1) 国外支配株主等から債務の保証を受けることにより第三者より資金の供与を受けた場合の負債、第三

者に支払うその負債の利子および国外支配株主等に支払う債務の保証料 

 

(2) 国外支配株主等から貸付けられた債券（国外支配株主等から債務の保証を受けることにより第三者から

貸付けられた債券を含む）を担保に第三者より資金の提供を受けた場合(債券現先取引での譲渡、現金

担保付債券貸借取引での貸付を含む)の負債、第三者に支払うその負債の利子および債券の使用料並

びに国外支配株主等に支払う債券の使用料および債務の保証料 

 

対象となる負債およびその負債利子の範囲の拡大に加えて、新税法では、上述(1)および(2)の第三者およ

び国外支配株主等が第三者を通じて内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三

者を新たに「資金供与者等」として定義し、過少資本税制の規制の対象とすることとしました。 
 

上記改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。なお、既に締結

済みの保証契約等についても適用されますのでご留意下さい。 
 
 

2. 特定債券現先取引等特定債券現先取引等特定債券現先取引等特定債券現先取引等にににに関関関関するするするする適用除外適用除外適用除外適用除外 

 

(1) 過少資本税制対象負債からの控除の特例 
 

国外支配株主等および資金供与者等に対する負債のうちに、借入れと貸付けの対応関係が明らかな特定

債券現先取引等がある場合には、国外支配株主等および資金供与者等に対する負債および国外支配株主

等および資金供与者等に支払う負債の利子等の額から、特定債券現先取引等に係るものを控除することと

されました。 
 

   （注）特定債券現先取引等とは、現金担保付債券貸借取引で借入れた債券又は債券現先取引で購入し

た債券を、現金担保付債券貸借取引で貸付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現

金担保付債券貸借取引又は債券現先取引をいいます。 
 

(2) 資本持分の判定基準 
 

この特例を適用する場合、国外支配株主等および資金供与者等に対する利付負債に係る平均残高の、国

外支配株主等の資本持分に対する倍数および総負債に係る平均残高の自己資本の額に対する倍数は、3

倍ではなく2倍とされます。ただし、この場合でも、2倍という倍数に代えて、類似法人の負債資本比率を用い

ることが可能です。 
 

上記改正は、平成18年4月1日以後に終了する事業年度の法人税について適用されます。 



 
(3) 

 

よりよりよりより詳詳詳詳しいしいしいしい情報情報情報情報につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては下記担当者下記担当者下記担当者下記担当者にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。 
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